
議案第１８７号 薩摩川内市下甑葬斎場の指定管理者の指定について【環境課】 

 

 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設の概要 

 施設名（薩摩川内市下甑葬斎場） 

⑴ 設置条例 薩摩川内市葬斎場条例 

⑵ 設置目的 
墓地、埋葬等に関する法律に基づく火葬業務等を行うことを目的に

設置 

⑶ 施設の事業内容 葬斎場の維持管理、火葬業務等 

⑷ 現在の管理形態 指定管理（委託料制） 

 

２ 指定管理者に行わせる業務 

⑴ 施設の維持管理に関する業務 

⑵ 火葬に関する業務 

⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか、市が必要と認める業務 

 

３ 指定管理候補者の概要 

⑴ 名称 こもれ日の郷 

⑵ 所在地 薩摩川内市下甑町手打７９７番地 

⑶ 代表者名 代表  和田 正富 

⑷ 設立年月日 平成２７年１０月２９日 

⑸ 職員数 ５名（令和７年７月現在） 

⑹ 事業概要 葬儀の請負及び施行事業、貨物軽自動車（霊柩車）運送事業等 

 

４ 当該指定管理候補者が示した事業計画の概要 

⑴ 基本方針 

ア 大切な人との最後のお別れを尊厳あるかたちで手伝い、地域住

民やお客様の意見・要望を尊重し、きめ細かいサービスを提供す

る。 

⑵ 管理計画 

ア 施設の保守点検、清掃作業及び施設内の警備を定期的に行う。

また、火葬前には、試運転を行い機械等がスムーズに作動するこ

とを確認し、安心できる体制作りに心がける。 

イ 日頃より慎重な運営管理に努め、定期的な点検や巡回を行うと

ともに、緊急時に備えて定期的に訓練等を実施する。また、緊急

時には速やかに市及び関係機関に連絡し、対応する。 

⑶ 運営計画 

ア 市及び関係機関との連携を密にし、地域住民やお客様（利用者）

の率直な意見や要望を尊重した、きめ細かいサービスを提供す

る。 

イ 日頃より接客マナーには十分に注意することを心がけ、トラブ

ル・苦情等が生じないよう努める。 



ウ お客様（利用者）の相談等には、相手の立場にたって快く対応

するよう心がける。 

 

⑷ 組織体制 

ア 責任者（総括、経理）、従業員（業務全般兼運転手）、監事を配

置。 

イ 火葬業務は１０年目となるが、初心を忘れないように心がけて

いきたい。 

⑸ 支出計画 

 

項 目 
金額（千円） 
令和８年度 

支 出 

人件費 ２，９００ 

光熱水費 １１５ 

修繕料 １９５ 

管理費 ３８２ 

委託料 ２８０ 

その他 ３９ 

合 計 ３，９１１ 

 

５ 選定経過の概要 

⑴ 選定委員会開催日 令和７年９月１８日(木) 

⑵ 選定委員 
市民安全部長、財産マネジメント課長、環境課長、地元代表者（１名）、

利用者代表（２名）、有識者（１名）       計 ７ 名 

⑶ 応募団体数 
ア①民間事業者 １ ②ＮＰＯ法人   ③出資法人   ④その他   

イ①市内事業者 １ ②市外事業者   ③県外業者    計 １者 

⑷ 選定の理由 

選定委員会において、事業計画書の内容、事業の収支計画、その

他について総合的な審査を行った結果、合格基準点（４２０点）を

上回り、また、適切な管理運営が期待できることが見込まれるため、

指定管理候補者として適当であると判断した。 

⑸ 採点結果表 別紙のとおり 



別紙 

採点結果表 

 

 審査項目 配点 こもれ日の郷 

１ 事業計画書による施設の管理運営により、利用者の平等かつ安全な利用の確保がされるも 
のであるか。 

  使用者の安全対策及び緊急な事故等を想定したマニュアルを
定めており、適切な対応となっているか。 

３５ ２３ 

  

  
公平、公正性が確保され使用者、関係者等の意見により優遇
する可能性はないか。 

３５ ２２ 

  計 ７０ ４５ 

２ 事業計画書の内容により、施設の効用を最大限に発揮し、使用者のサービス向上が図られ
る。 

  
施設の効用が最大限発揮された計画となっているか。 ７０ ４８ 

 

 使用等の関係する者のニーズの把握及び実現策は適切か。 ７０ ５０ 

  計 １４０ ９８ 

３ 事業計画書に基づき、施設の適切な維持管理が図られ、また管理経費の縮減が図られるか。 

 適切な維持管理計画となっているか。 １４０ ９６ 

 収入増や適正な経費削減の措置はみられるか。 ７０ ５０ 

 計 ２１０ １４６ 

４ 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的、人的能力を有しているか。 

  
管理運営にふさわしい団体の理念、運営方針を持っているか。
また、施設の管理業務に対する基本方針は適切か。 

７０ ４８ 

  
安定した運営を行うため、職員の採用・確保・指導・研修体
制（苦情対応を含む。）及び相談体制は十分確保されている
か。 

７０ ４８ 

 施設や備品の管理・修繕方針や方法は適正か。 ３５ ２５ 

  団体の経営状況は良好であるか。 ３５ ２２ 

  計 ２１０ １４３ 

５ その他市長が定める必要な事項 

  使用者に配慮した計画となっているか。 ７０ ４８ 

 計 ７０ ４８ 

合計 ７００ ４８０ 


